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   東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される原子炉施設の特定

原子力施設の指定について 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第６４条の２第１項の規定に基づき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所に

設置される原子炉施設を特定原子力施設として指定する。 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以

内に、書面により原子力規制委員会に対して異議申立てをすることができる。ただし、

処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。 

この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定

に基づき、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定

があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を

被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該異議申立てに対する決

定の日の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなる。 

なお、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対する決

定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。①異議申立てがあ

った日の翌日から起算して３か月を経過しても決定がないとき。②処分、処分の執行

又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その

他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 


